
教育研究評議会（第１回）議事要録 

 

日   時 令和３年４月１４日（水）午後１時３０分～午後２時５６分 

場   所 大会議室 

出 席 者 学長外１８名 

配 付 資 料 「国立大学法人宮城教育大学教育研究評議会規程」 

「Ｒ３年度教育研究評議会名簿」 

資料１「令和３年度の宮城教育大学経営方針について」、 

資料２「教員の配置について」 

資料３「令和３年度財務・施設委員会の審議の在り方、委員について」 

資料４「教育学部設置事前相談資料」、 

   「参考_設置の趣旨」、 

   「参考_学生の確保の見通し等を記載した書類」 

資料５「宮城教育大学東北学校教育共創機構ボランティア活動推進本部規程（案）」、 

   「宮城教育大学学生の学校等でのボランティア活動の推進について」 

資料６「南あわじ市との連携協力に関する協定書（案））」 

資料７「令和３年度年度計画、担当一覧」 

資料８「令和２年度（後期）寄附金受入状況について」 

資料９「令和３年度 監事監査計画」 

資料10「令和３年度学内予算配分の通常の教育研究活動に関わる主要事項」 

資料11「案内看板設置_三幸学園」 

 

議   事 

 ○事務局の人事異動に伴う事務系職員の紹介 

  学長から、４月１日付けで着任した葛西施設課長、齋藤教務課長、宍戸入試課長、 

山内共創支援課長、武澤研究・国際交流支援室長の紹介があり、各職員から挨拶があった。 

 

○議事要録の確認 

３月１０日及び１７日開催の教育研究評議会(第１１回及び臨時)の議事要録は、 

原案どおり確認された。 

 

○学長から 

  役員会で決定した令和３年度の宮城教育大学経営方針について、配付資料１に基づき説明があった。 

   

○審議事項 

  １．教員の配置について 

総務担当理事から、配付資料２に基づき説明があり、審議の結果、承認した。 

 ・本田委員より、本人の希望により配置されているのか確認があり、総務担当理事より 

  本人の意向により配置しており、今後配置変更もありうる旨について説明した。 

 

  ２．学長選考会議委員の選出について 
    議長から、標記委員の選出について説明と経営企画課長より補足の説明があった後、 



投票を行い、次のとおり選出した。 
任  期 委  員  名 

２年任期 松岡、西城、吉村、植木田の各評議員 
 
３．財務・施設委員会の委員について 

    財務担当理事から、配付資料３に基づき説明があり、審議の結果、承認した。 
 
  ４．令和３年度学内予算配分の通常の教育研究活動に関わる主要事項について 

財務担当理事から、配付資料１０に基づき説明があり、審議の結果、承認した。 

     ・総務担当理事より補足として Zoom の利用制限人数、時間について説明があった。 
     ・財務担当理事より予備費等の財源について説明があり、本件について教授会にて 

改めて報告する旨説明があった。 
 

  ５．令和４年度教育学部改組に係る設置手続きについて 

    事務局長から、配付資料４に基づき説明があり、審議の結果、承認した。 

 

６．宮城教育大学東北学校教育共創機構ボランティア活動推進本部規程の制定について 

    事務局長から、配付資料５に基づき説明があり、審議の結果、承認した 

     ・植木田委員より、しょうがい学生支援室との関連について質問があり事務局長より 

      別の組織であること、大学全体を牽引する組織であることについて説明した。 

 

７．南あわじ市と国立大学法人宮城教育大学との連携協力に関する協定書の締結について 

連携担当理事から、配付資料６に基づき説明があり、審議の結果、承認した。 

 

８．その他 

   なし 

 

○報告事項  

  １．令和３年度国立大学法人宮城教育大学年度計画の担当状況について 

総務担当理事から、配付資料７に基づき報告があった。 

 

２．令和２年度（後期）寄附金受入状況について 
総務担当理事から、配付資料８に基づき報告があった。 

 
３．令和３年度監事監査計画について 

宮腰監事から、配付資料９に基づき報告があった。 
 

４．その他 
・三幸学園案内看板の設置について 

     事務局長から、三幸学園案内看板の設置について配付資料１１に基づき報告があった。 

      ・植木田委員より三幸学園の生徒に関してトラブルや事故があった際の連絡先について 

       掲示または周知をするべきと提案があり、事務局長より今後検討する旨回答した。 



   ・安藤委員より教育研究評議会の開催方法について、対面のみでなく対面とオンラインを組み合わせ

た形式での開催について提案があり、総務担当理事より現在仙台市に発令されている「まん延防止

等重点措置」の内容を踏まえたうえで対面での開催とした旨説明があった。また学長より対面で実

施することで審議が深まると考えている旨補足説明があった。ただし対面を強制するものではない

ため、次回以降の開催にむけ検討することとした。 

 
                                  以 上 


